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令和4年8月8日付けで依頼のあった「レトルト装置の加熱殺菌処理工程における温度測定」に関する技術的課題
解決支援事業が終了しましたので広島県立総合技術研究所技術指導実施要綱第8条の規定により通知します。

技術的課題の 自社で開発したレトルト装置について， 加熱殺菌処理工程に おける品温及び温度分布を
内容 確認したい。

1 試料
依頼者の提供によるレトルトパウチ
内寸：11 x 17 cm, 内容物：約180 mlの水

2 実験方法
(1) 品温の測定

ア）コ ー ドレス温度計の設置方法
コ ー ドレス温度計(TMI-Orion製

， PicoVACQ)をレトルトパウチに入れ ， 針金で固定
した（図1 ， 別紙1)。 レトルトパウチに約180mlの水を入れ ， 依頼者の操作によ り真
空包装機を用いて密封した。

イ）品温測定1回目（試料50個， 加圧タンク温水循環温度95℃)
2 (1)アに示した方法でコ ー ドレス温度計を入れたレトルトパウチ(4個）を

殺菌籠(4段）の各中心部分に1個ずつ設置し ， ま た ， 各殺菌籠にセンサー の入っ て
いないレトルトパウチを11~12個ずつ（各段12~13個， 合計50個）設置した。 コ ー

解決への ドレス温度計， 殺菌籠の設置状況を図2（別紙1)に示した。
アプロ ーチ 依頼者の提供するレトルト装置にて以下の設定条件で加熱殺菌処理を行い ， 品温を

測定した。 なお 加熱殺菌処理中にレトルトパウチは処理槽内部で浮動していた。

温水タンク温度目標値 98.0℃ 
加圧タンク温水循環温度 95.0℃ 
温水循環時間 1秒
加熱油温度目標値 180.0℃ 
加圧タンク加熱処理開始温度 120.0℃ 
加熱処理時間 600秒
加圧タンク冷却終了 温度 45.0℃ 







一方で加圧加熱工程時には， 昇温速度の差はほとんどなかった。 加熱殺菌処理工程終
了時のF値は4段目が最も大きく14.4分 ， 1段目で最も小さく10.2分であり ， その差は
4.2分であった。令和4年5月30日付で依頼のあった技術的課題解決支援事業「レトルト装

置の加熱殺菌処理工程における温度測定」（試験日6月3日）における1回目の温度測定（レ
トル トパウチ200個加圧タンク温水循環温度95℃)では最も大きいF値は20.3分 ， 最

も小さいF値は3.8分であり ， その差は16.5分であった。本測定と ， 令和4年6月3日1
回目の測定では加圧タンク温水循環温度の設定は異なるが ， 本測定では ， 加圧加熱工程中
に循環ポンプを稼働し ， 槽内の温水を循環させたため ， 槽内での温度勾配が小さくなった
と推察された。

以上の結果から ， 3回目の加熱殺菌条件は ， いずれの測定箇所においても厚生労働省が
定める製造基準を満たすことが確認された。

F値や加圧タンク内の温度分布に対しては ， 試料投入量 ， 試料設置方法 ， 試料初期温度 ，

試料の粘性 ， 状態（液体か ， 固体か）等が影響する。本試験で用いた試料は水であるため ，

食品に比べて昇温速度が速いことが推察される。したがって ， 食品の殺菌条件の設定には ，

十分な安全率を踏まえる必要がある。

（結果の利用等）

1 本技術支援レポートは ， 依頼者から提供された材料や条件等を基に検討した結果（以下「検討結果」という。）であり ， 検討結
果の利用にあたっては依頼者の責任と判断において行ってください。検討結果の利用により生じた損害については， 広島県は
一切の責任を負いません。

2広島県は ， 検討結果が第三者の知的財産権に抵触しないことを保証するものではありません。
3本技術支援レポー トを表示し ， 又は広告しようとする場合は， 別途 ， 広島県立総合技術研究所長の承認が必要です。
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